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様
子
を
記
録
す
る
た
め
に
、
昨
年
度
か
ら
「
須

恵
町
文
化
遺
産
活
用
実
行
委
員
会
」
を
立
ち
上

げ
、
こ
れ
ま
で
10
本
の
映
像
記
録
を
作
成
し
ま

し
た
。
そ
の
成
果
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
動
画
共

有
サ
イ
ト
「
Ｙ
ｏ
ｕ　

Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
」
で
公
開
し

て
い
ま
す
。【
須
恵
町
の
民
俗
文
化
】
で
検
索

し
て
く
だ
さ
い
。

公
開
中
の
民
俗
芸
能
動
画
（
10
月
１
日
現
在
）

・
旅
石
八
幡
宮　
奉
納
祇
園
相
撲 

・
新
原
地
蔵
堂　
二
十
三
夜
祭

・
新
原
区　
盆
綱
引
き　

・
守
母
神
社　
大
祭

・
須
恵
宝
満
宮　
奉
納
相
撲

・
上
須
恵
須
賀
神
社
祇
園
山
笠

・
甲
植
木
区　
男
の
地
蔵
・
女
の
地
蔵

・
乙
植
木
区　
獅
子
舞

・
須
恵
区　
盆
綱
引
き

　

毎
年
11
月
１
日
か
ら
７
日
ま
で
は
「
文
化
財

保
護
強
調
週
間
」
で
す
。
国
民
の
共
有
財
産

で
あ
る
文
化
財
に
親
し
む
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
各
地
で
様
々
な
行
事
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

町
に
残
る
伝
統
文
化
に
触
れ
て
み
ま
せ
ん
か
。

（
啓
）

須
恵
町
の
「
無
形
民
俗
文
化
財
」

　

９
月
号
広
報
紙
の
裏
表
紙
に
夏
の
伝
統
行
事

が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
町
内
の
そ

れ
ぞ
れ
の
地
域
で
昔
か
ら
続
け
ら
れ
て
き
た
伝

統
行
事
で
、
文
化
財
で
は
、「
民
俗
文
化
財
」

と
呼
ん
で
い
ま
す
。　

　
「
民
俗
文
化
財
」
と
は
、
文
化
財
保
護
法
の

中
で
、「
衣
食
住
、
生
業
、
信
仰
、
年
中
行
事

等
に
関
す
る
風
俗
慣
習
、
民
俗
芸
能
、
民
俗
技

術
及
び
こ
れ
ら
に
用
い
ら
れ
る
衣
服
、
器
具
、

家
屋
そ
の
他
の
物
件
で
我
が
国
民
の
生
活
の
推

移
の
理
解
の
た
め
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も

の
（
文
化
財
保
護
法
第
２
条
第
１
項
第
３
号
）」

と
規
定
し
て
い
ま
す
。

　

民
俗
文
化
財
に
は
有
形
の
も
の
と
無
形
の
も

の
が
あ
り
ま
す
。
伝
統
行
事
は
、
後
者
に
分
類

さ
れ
ま
す
。
町
指
定
の
文
化
財
で
は
、
新
原
地

蔵
堂
の
仏
像
や
須
恵
焼
が
有
形
民
俗
文
化
財
に
、

上
須
恵
の
祇
園
山
笠
や
守
母
神
社
の
伝
承
が
無

形
文
化
財
に
あ
た
り
ま
す
。
特
に
、
無
形
民
俗

文
化
財
は
、
人
か
ら
人
へ
と
口
伝
え
な
ど
で

代
々
伝
わ
っ
て
い
く
た
め
、
形
と
し
て
残
り
に

く
い
と
い
う
問
題
点
が
あ
り
ま
す
。

　

教
育
委
員
会
は
、
こ
の
よ
う
な
伝
統
行
事
の

ご
存
知
で
す
か
？

国
民
年
金
の
任
意
加
入
制
度

　

日
本
に
在
住
す
る
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の

人
は
、
40
年
間
国
民
年
金
に
強
制
加
入
す
る

こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。
60
歳
に
な
っ
た
人

や
海
外
へ
転
出
さ
れ
た
人
は
保
険
料
を
納
め

る
必
要
は
な
く
な
り
ま
す
が
、
次
の
よ
う
な

人
は
任
意
で
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

手
続
き
は
住
民
課
年
金
係
窓
口
ま
た
は
東

福
岡
年
金
事
務
所
で
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

老
齢
基
礎
年
金
（
65
歳
か
ら
受
け
ら
れ
る

年
金
）
は
、
20
歳
か
ら
60
歳
に
な
る
ま
で
の

40
年
間
（
４
８
０
月
）
保
険
料
を
納
め
な
け

れ
ば
、
満
額
の
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
め
忘
れ

な
ど
に
よ
り
、
保
険
料
の
納
付
済
期
間
が
40

年
間
に
満
た
な
い
場
合
は
、
60
歳
か
ら
65
歳

に
な
る
ま
で
の
間
に
国
民
年
金
に
任
意
加
入

し
て
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
に
よ
り
、
満
額

に
近
づ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
る
た
め
に
は
、
保

険
料
を
納
め
た
期
間
や
保
険
料
の
免
除
期
間

な
ど
が
原
則
と
し
て
25
年
（
３
０
０
月
）
以

上
必
要
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
要
件
を
満
た

し
て
い
な
い
場
合
は
、
70
歳
に
な
る
ま
で
任

意
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
、
老
齢
基
礎
年
金

を
受
給
で
き
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

※
た
だ
し
、
昭
和
40
年
４
月
１
日
以
前
に
生

ま
れ
た
人
に
限
ら
れ
ま
す
。

　

海
外
に
在
住
す
る
20
歳
か
ら
65
歳
ま
で
の

日
本
国
籍
を
持
つ
人
も
任
意
加
入
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

▼
問
合
せ
先

　

住
民
課
年
金
係

　

☎
９
３
２
・
１
４
６
７

　

東
福
岡
年
金
事
務
所

　

☎
６
５
１
・
７
９
６
７

満
額
の
年
金
を受

給
し
た
い
人

40
年
間
保
険
料
を
納
め
た
場
合

年
額
78
万
６
５
０
０
円

（
平
成
25
年
９
月
現
在
）

※
免
除
期
間
が
あ
る
人
は
計
算
方
法
が

異
な
り
ま
す
。

受
給
要
件
を

満
た
し
て
い
な
い
人

海
外
在
住
の
日
本
人

血
液
検
査
（
血
中
脂
質
検
査
・
肝
機
能
検

査
・
血
糖
検
査
）、
尿
検
査
（
痛
風
検
査
・

腎
機
能
）

▼
自
己
負
担
金　

５
０
０
円

▼
受
診
方
法　

電
話
に
よ
り
医
療
機
関
に
事

前
予
約
の
上
、
特
定
健
診
受
診
券
、
須
恵

町
国
民
健
康
保
険
証
、
前
年
度
健
診
結
果

票
（
前
年
度
受
診
し
た
人
）
を
お
持
ち
に

な
り
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
実
施
期
間　

12
月
21
日
（
土
）
ま
で

▼
実
施
日
時　

月
曜
日
か
ら
土
曜
日
（
祝
日

を
除
く
）
８
時
30
分
～
11
時

▼
対
象
者　

40
歳
～
74
歳
の
須
恵
町
国
民
健

康
保
険
の
被
保
険
者

▼
医
療
機
関　

水
戸
病
院
健
診
セ
ン
タ
ー

　

☎
９
３
５
・
３
７
９
９

▼
健
診
内
容　

問
診
・
身
体
計
測
・
血
圧
・

よ
し
！
　
健
診
に
行
こ
う
！

　

が
ん
、
心
臓
病
、
脳
卒
中
。
生
活
習
慣
病
と
呼
ば
れ
、
日
本
人
の
死
因
全
体
の
約
54
パ
ー

セ
ン
ト
を
占
め
て
い
ま
す
（
２
０
１
１
年
人
口
動
態
調
査
）。
あ
な
た
の
命
を
守
る
た
め
に
は
、

早
期
発
見
、
早
期
治
療
が
必
要
で
す
。
健
診
に
行
か
な
く
ち
ゃ
！

心
筋
梗
塞
と
脳
卒
中

　

心
筋
梗
塞
は
、
動
脈
硬
化
が
原

因
と
な
る
虚
血
性
心
疾
患
で
生
活

習
慣
病
の
一
つ
で
す
。
ま
た
、
脳

卒
中
は
、
脳
の
血
管
が
詰
ま
っ
た

り
、
破
れ
た
り
し
て
、
そ
の
先
の

細
胞
に
栄
養
が
届
か
ず
に
細
胞
が

死
ん
で
し
ま
う
病
気
で
す
。
前
触

れ
と
し
て
、
一
時
的
な
半
身
の
麻

痺
や
手
足
の
し
び
れ
、
物
が
二
重

に
見
え
る
、
少
し
の
間
、
言
葉
が

出
て
来
な
い
な
ど
が
起
き
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。

年
に
一
回
受
診
し
よ
う
！

特
定
健
康
診
査

●
子
宮
頸
が
ん
検
診

▼
実
施
期
間　

11
月
30
日 

（
土
）
ま
で
の
医

療
機
関
の
診
療
時
間
内

▼
受
診
対
象
者　

20
歳
以
上
の
偶
数
年
齢
の

女
性 （
平
成
26
年
３
月
31
日
現
在
）

▼
医
療
機
関　

王
子
産
婦
人
科

　

☎
９
３
３
・５
０
５
０

▼
検
診
内
容　

問
診
・
視
診
・
細
胞
診
・
内

診
▼
自
己
負
担
金　

８
０
０
円

▼
受
診
方
法　

電
話
に
よ
り
医
療
機
関
へ
確

認
の
う
え
、
健
康
保
険
証
を
お
持
ち
に
な

り
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

早
期
発
見
・
早
期
治
療
！が

ん
検
診

子
宮
頸
が
ん

　

20
代
か
ら
30
代
の
女
性
が
発
症

す
る
す
べ
て
の
が
ん
の
中
で
第
１

位
。
要
因
は
、
ほ
ぼ
１
０
０
パ
ー

セ
ン
ト
、
ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ
イ

ル
ス
と
い
う
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
で

す
。
女
性
な
ら
誰
で
も
か
か
る
可

能
性
が
あ
り
、
初
期
に
は
、
ほ
と

ん
ど
症
状
が
な
い
病
気
で
す
。
が

ん
が
進
行
す
る
と
、
子
宮
摘
出
だ

け
で
な
く
、
命
に
か
か
わ
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。

大
腸
が
ん

　

大
腸
が
ん
に
か
か
る
割
合
は
、

50
歳
代
か
ら
増
加
し
は
じ
め
、
高

齢
に
な
る
ほ
ど
高
く
な
り
ま
す
。

肥
満
な
ど
の
生
活
習
慣
や
遺
伝
な

ど
が
要
因
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
人
で
は
Ｓ
状
結
腸
と
直
腸
が

が
ん
の
で
き
や
す
い
と
こ
ろ
で
す
。

進
行
は
ゆ
っ
く
り
で
一
般
的
に
自

覚
症
状
は
あ
り
ま
せ
ん
。
早
期
に

発
見
で
き
れ
ば
、
完
全
に
治
る
確

率
が
高
く
な
り
ま
す
。

●
大
腸
が
ん
検
診

▼
実
施
期
間　

平
成
26
年
１
月
31
日
（
金
）

ま
で
の
医
療
機
関
の
診
療
時
間
内

▼
対
象
者　

40
歳
以
上
（
平
成
26
年
３
月
31

日
現
在
）

▼
医
療
機
関

※
そ
の
他
糟
屋
郡
・
古
賀
市
内
の
指
定
医
療

機
関
で
も
受
診
で
き
ま
す
。

▼
検
診
内
容　

問
診
・
免
疫
学
的
便
潜
血
検

査
２
日
法

▼
自
己
負
担
金　

２
０
０
円

▼
受
診
方
法　

電
話
に
よ
り
医
療
機
関
へ
確

認
の
う
え
、
健
康
保
険
証
を
お
持
ち
に
な

り
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先　

健
康
福
祉
課

　

☎
９
３
２
・
１
４
９
３
（
ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
）

　

☎
９
３
２
・
１
１
５
１
（
内
線
１
５
４
）

水
戸
病
院

☎
９
３
５
・
３
７
５
５

泰
平
病
院

☎
９
３
２
・５
８
８
１

千
鳥
橋
医
院
付

属
須
恵
診
療
所

☎
９
３
４
・
０
０
１
１

須
恵
外
科
胃
腸

科
医
院

☎
９
３
６
・
２
３
５
５

知っておこう

知っておこう

知っておこう




